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未熟児養育医療、育成医療の
手続き窓口が市に変わります

■問い合わせ　
　福祉課 社会福祉係　 ☎75−6118
　福祉課 高齢・障害者福祉係　 ☎75−4823
　健康増進課 ☎75−3355

高等技能訓練促進費をご利用ください
■問い合わせ　福祉課 社会福祉係　☎75−6118

　これまで佐賀県保健福祉事務所が相談窓口でしたが、平成25年 4 月 1 日から市が相談窓口となります。
手続きが必要な方は、次のところにご相談ください。

給付事業名 対象者 担当課

未熟児養育医療の給付

出生時体重が2,000ｇ以下の身体の発育が未熟

な状況で生まれ、入院して未熟児養育医療を受

ける必要のある未熟児（ 1 歳未満）

福祉課 社会福祉係

　　　　　☎75−6118

障害者自立支援医療

（育成医療）の給付

障害や現在の病気を放置すると将来的に障害が

残る可能性があり、手術等の医療によって障害

の改善が見込まれる満18歳未満の児童

福祉課 高齢・障害者福祉係

☎75−4823

○ 4月 1日から、未熟児の届出・訪問などの支援窓口も市に変わります。

   対象者　2,500ｇ以下で生まれた未熟児（ 1 歳未満）
   担当課　健康増進課　☎75−3355
　小さく生まれたお子さんの支援は、出生届のときに必要な事項を確認し、地区担当保健師が家庭訪問などをします。

　

母
子
家
庭
の
お
母
さ
ん
や
、
父
子
家
庭
の
お
父
さ
ん
が
、
就
職

の
際
に
有
利
な
資
格
を
取
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す
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。
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。

母子家庭のお母さん、父子家庭のお父さん
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。

　

今
年
度
は
週
1
回
程
度
開
所
し
ま
す
。
来
所
相
談
は
予
約
制
で
す
の
で
、
電
話
で

の
予
約
を
お
願
い
し
ま
す
。

■
相
談
・
問
い
合
わ
せ

　

佐
賀
県
発
達
障
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー
「
結ゆ

い

」　

�

☎
0
9
４
2

−

81

−

5
7
2
8

発
達
障
害
に
関
す
る
相
談
窓
口
を
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タ
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も
設
置

4月1日

から

行政からのお知らせ


